
特定非営利活動法人soar定款

第1章総 則

（名 称）
第1条 この法人は、 特定非営利活動法人soarという。

（事務所）
第2条 この法人は、 主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

（目 的）

第3条 この法人は、障害、難病、LGBT、貧困などの社会的マイノリティの立場と様々

な外的要因から、 その可能性にふたをされてきた人々に対して、デザインやビジネス、 

ア ー ト、 テクノロジーなど、 様々な手法を用いてその可能性を広げる活動している個

人や団体の事例をリサー チし、 情報発信をしていくことでネガティブだったものをポ

ジティブに転換することで、同じ願いを持ち行動している人たちが集う場を生み出し、

誰もが自分の持つ可能性を活かして生きていける社会づくりに寄与することを目的と

する。

（特定非営利活動の種類）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、 医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)学術、 文化、 芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(6)子どもの健全育成を図る活動

(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

（事業の種類）

第5条 この法人は、 第3条の目的を達成するため、 特定非営利活動に係る事業とし

て、 次の事業を行う。

(1)社会的マイノリティを取り巻く環境の調査

(2)社会的マイノリティに関する情報発信を行うメディア運営

(3)社会的マイノリティに関する問題の啓蒙のためのイベント講演会等の企画、 運営

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章会 員

（種 別）

第6条 この法人の会員は、 次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
（以下「法」という。）上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体















目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

正会員の欠亡

合併

破産手続開始の決定

所轄庁による設立の認証の取消 し

項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3
の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得な
ければならない。

(残 余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し た
ときに残存する財産は、法第1:条第 3項 に掲げる者のうち、総会において議
決 したものに譲渡するものとする。

(合  併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3
以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 し
て行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することがで
きる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事
が別に定める。

第10章 雑 則
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(細 則 )
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が
これを定める。




